
計画策定の趣旨
　南箕輪村こども計画は、国が「こども基本法」及び「こども大綱」に示された、すべてのこどもの
権利を保障し、「こどもまんなか社会」の実現をめざすための本村の取組を示した計画です。

計画の期間
　令和８年（2026年）４月から令和12年（2030年）３月までの４年間とします。
　※子ども・子育て支援事業計画については
　令和７年（2025年）４月から令和12年（2030年）３月までの５年間とします。

計画の対象

計画名 根拠法令
こども計画 こども基本法  第 10 条第２項
子ども・子育て支援事業計画 子ども・子育て支援法 第 61 条
こどもの貧困の解消に向けた対策
についての計画

こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律
第 10 条第２項

次世代育成支援行動計画 次世代育成支援対策推進法 第８条

計画の位置づけ
　本計画は、「こども基本法」第10条に基づく「市町村こども計画」として位置づけられる計画です。
加えて、下表に記載の関係する法令に基づく各計画を包含する計画となっています。

基本目標
自分らしさと笑顔があふれる　こどもまんなか南箕輪の実現

　本村では、こども・若者と子育て当事者が幸福な生活を送ることができる地域社会の実現をめざし、
本計画に基づいて取組んでいきます。

妊娠期 新生児期
乳幼児期

義務教育年齢に
達するまで

学童期
小学生年代

思春期
中学生年代
～概ね18歳

青年期
概ね18歳以降
～概ね30歳未満

ポスト青年期
概ね30歳以降
～40歳未満

胎　児

若　者

こ ど も

南箕輪村 概要版計画こども

こどもまんなか社会とは

　常にこどもの最善の利益を第一に考え、こどもに関する取組・政策を我が国の社会の真ん
中に据えて、こどもの視点で、こどもを取巻くあらゆる環境を視野に入れ、こどもの権利を
保障し、こどもを誰一人取残さず、健やかな成長を社会全体で後押しするというもの。



計画の体系・取組 関係図

計画の推進

基　本　理　念

1　心身が健康で健全な自立を実現できる社会づくり

○すべてのこどもが、それぞれの成長過程において心身ともに健やかに過ごすことができ、激
しく変化する時代においても、周囲の支援で成長していくことができる社会を実現する。

○こどもの意見表明や社会参画の機会が確保され、ひとりの村民として活躍できる場が確保・
提供される社会を実現する。

2　誰もがライフデザインを実現できる社会づくり

○誰もが、その経済状況や、疾病、障がいの有無、性別や国籍などに関わらず、自らが描くラ
イフデザインを実現でき、等しくその存在を認められ、自分らしく生きることができる社会を
実現する。

○社会全体で、それぞれのライフステージに応じた切れ目なく包括的な相談・支援を受け、誰
もがライフデザインを描くことができ、それに向かう取組を支援できる社会を実現する。

3　安心して家族を築く希望が実現できる社会づくり

○家庭を築きこどもを育てることに関する経済的負担の軽減や、仕事と子育てが両立でき、安
心して家族を築くことのできる、だれもが将来に希望が持てる社会を実現する。

○若者や子育て世代が、安心して家族を持つことができ、暮らしてよかったと実感できる社会
を実現する。

１　本村の推進体制を整備します 　こどもや子育て当事者のニーズを把握し、関係機関など
と連携して効果的に施策を推進します。

２　こどもの意見を尊重し
　　　　　社会参画を推進します

　こどもの意見を幅広く聴き、こどもが参画する機会を確
保し、施策へ適切に反映します。

３　地域や関係団体などと
　　　　連携し協働を推進します

　地域の子育て支援団体や企業などの活動を支援するとと
もに、連携・協働しながら計画を推進します。



子ども・子育て支援事業計画

計画策定の趣旨
　南箕輪村子ども・子育て支援事業計画は、「こどもにとっての最善の利益」の実現と、こども・子
育て支援を通じて誰もが「住み続けたい」と思える魅力あるむらづくりを推進するための計画です。
　本計画は、これまでの子ども・子育て支援事業の取組状況を検証し、こども・子育てを取巻く変化
と子育てに必要な取組の需要に見合った施策を推進するための計画であり、今後は、この計画に基づ
いて子ども・子育て支援事業に取組みます。

基本的な考え方

１　こどもの健全育成の視点

　こどもの幸せを最優先に、すべてのこ
どもの利益が公平に最大限尊重されるよ
う支援を進めます。発達に応じた教育・
保育環境や豊かな体験機会を確保し、心
身の健康維持増進に配慮した環境を整え、
こどもたちが安心して自己を表現し、多
様な価値観に触れながら生きる力を育め
るよう包括的に支援します。

２　保護者への生活支援の視点

　核家族化や少子化などにより子育て家
庭の状況は多様・複雑化しています。妊
娠期から子育て期まで切れ目のない支援
体制を整え、経済的支援や孤立を防ぐ地
域コミュニティとの連携、専門相談の充
実を図り、保護者が安心して子育てでき
る環境を整備します。また、様々なニー
ズに対応できるよう、保護者の視点に立っ
た柔軟で総合的な支援を推進します。

３　社会全体による支援の視点

　すべてのこどもが心身ともに健やかに成長するためには、
家庭だけでなく地域や企業、行政など社会全体が連携し、そ
れぞれの役割を果たしながら健全育成に取組むことが必要で
す。また、子育てを行う上で男女の固定的な役割分担意識の
解消を図るとともに、すべてのこどもと子育て家庭に対し、
質の高い多様な支援を提供できる体制を整え、対応をスムー
ズに行えるよう社会全体で支援する視点で推進します。



計画の内容
　国の基本指針に基づき、地理的条件や人口、交通事情、施設整備状況、ニーズ量などを総合的に勘
案し、本村では村内全域（飛び地を除く）を一つの教育・保育提供区域として設定します。あわせて、
区域ごとに計画期間中の教育・保育の量の見込みを定め、確保内容と実施時期を明確にします。

こども・子育て支援施策の推進

1　地域における子育てを支援します。 6　障がい児施策を充実します。

2　母性並びに乳幼児の健康の確保及び
　　　　　　　　　　　　　増進に努めます。

7　こどもの心身の健やかな成長に資する
教育環境を整備します。

3　児童虐待防止対策を推進します。 8　子育てを支援する生活環境を整備します。

4　ひとり親家庭の自立支援を推進します。 9　仕事と生活の調和の実現に向けた
取組を推進します。

5　療育への取組を充実します。 10　こどもの心身の健やかな成長に資する
環境を整備します。

教育・保育施設の充実 地域型保育事業の支援教育・保育

（1） 
利用者
支援事業

（14） 
乳児等通園支援

事業

（15）
産後ケア
事業

（2） 
延長保育事業
（長時間保育）

（3）
多様な主体が本制度に
参入することを促進
するための事業

（13） 
妊婦健康診査事業

（12） 
子育て援助
活動支援事業

（11） 
病児保育事業

（10）
 一時預かり
事業

（8） 
子どもを守る
地域ネットワーク
機能強化事業

（4） 
放課後健全育成事業
（放課後児童クラブ）

（5） 
子育て短期
支援事業（6）

乳児家庭全戸
訪問事業

（9） 
地域子育て支援拠点事業

（7）
養育支援訪問事業

地域子ども・
子育て支援事業



こどもの貧困の解消に向けた
　　　　　　　　対策についての計画

計画策定の趣旨　
　南箕輪村こどもの貧困の解消に向けた対策についての計画は、「すべてのこどもたちが、生まれ育っ
た環境に関わらず、夢や希望を持つことのできる社会」を実現するため、こどもの貧困の問題を社会
全体で解決していくための計画です。
　本計画は、これまでの取組を継続させつつ、より積極的にこどもの貧困対策に取組むため、新たに「南
箕輪村こどもの貧困の解消に向けた対策についての計画」として作成し、こどもの貧困の解消に向け
た取組を一層充実していきます。

基本方針

１ 親の妊娠・出産期から、
 こどもの社会的自立まで
 切れ目のない支援をします。
 ① 生活困窮家庭の早期把握
 ② 南箕輪村版ネウボラの推進

２ 支援が届きにくい
　こども・世帯への支援に
　努めます。

４　地域による支援を強化します。
 ① こどもに対する地域での関わり
 ② こどもの居場所づくり

こどもの貧困の解消

３ 貧困の世代間連鎖の
 解消に努めます。
 ①女性の就労の推進　②教育の支援
 ③生活支援　④ 経済的支援



具体的取組

1　教育の支援に
取組みます

2　生活の安定に資するための
支援に取組みます

3　保護者に対する職業生活の
安定と向上に資するための就労の

支援に取組みます

4　経済的支援に
　取組みます

5　支援体制の強化や
制度の周知に取組みます

個別施策１-１
幼児期の教育・保育を通じた
支援を充実します。

個別施策１-２
学力の定着・向上に向けた
教育を推進します。

個別施策 2-１
妊娠・出産、子育ての
切れ目ない支援の充実を

推進します。
個別施策 2-2

保護者の自立や生活安定に
向けた支援を充実します。

個別施策 2-3
配慮を要するこどもの
生活支援を充実します。

個別施策３-１
困窮家庭やひとり親家庭など
への就労を支援します。

個別施策４-１
教育費の負担軽減のための

支援をします。

個別施策５-１
こどもに関する相談体制を

充実します。

個別施策５-２
こどもや子育て支援のネットワーク
構築と連携を強化します。

個別施策５-３
制度の周知や村民の
意識啓発を図ります。

個別施策４-２
子育てにかかる経済的負担の

軽減を図ります。

個別施策１-3
こどもの家庭環境などを踏まえた

支援を充実します。

個別施策１-4
地域などと連携した学習
支援を充実します。



基　本　施　策

１　心身の健康の基盤づくりに取組みます。

２　青少年の健全育成に努めます。

３　こどもの性被害を防止します。

１　家庭での養育に困難を抱えるこどもを支援します。

２　いじめへの対応、不登校児童・生徒を支援します。

３　ニート・ひきこもりを支援します。 ４　障がいのあるこどもを支援します。

５　医療的な配慮を必要とするこどもを支援します。

６　こども・若者のいのちを支えます。 ７　特に配慮が必要なこどもの支援をします。

１　結婚を支援します。 ５　キャリア教育を推進します。

２　妊娠、出産及び子育てを支援します。 ６　地域の特性を生かして取組みます。

３　就業を支援します。 ７　社会全体の気運を醸成します。

４　職場環境の整備を支援します。

施策の推進 
　本計画に基づく施策を推進するために、PDCA サイクルに基づき管理します。

評価

意見

実績等の公表
各種アンケート調査等

※１

報告

※1　こども計画において実施

南箕輪村子ども・
子育て審議会

・こども
・子育て当事者

PLAN（計画） DO（実施）

CHECK（評価）ACTION（改善）

※１

P

A

D

C

目標設定及び計画策定

計画目標、活動の見直し

計画に基づき実施

結果を整理・分析し、考察



次世代育成支援行動計画

計画策定の趣旨
　南箕輪村次世代育成支援行動計画は、少子化対策の強化の一環として「次代を担うこどもが健やか
に産まれ育成される環境を、社会全体で整備」するための計画です。
　本計画は、社会情勢や国の動向、本村のこれまでの取組の成果と課題を踏まえて、これからの取組
の方向性を示すための計画で、すべてのこどもが心身ともに健やかに成⾧することができる社会を実
現し、少子化の流れを変えることをめざします。

具体的取組

１ 地域における
　 子育て支援

　こどもを育てることは、地域の未来を育てることであり、本村の未来を育
てることに繋がります。子ども・子育て支援事業を着実に実行し、地域にお
ける様々な子育てへの取組を支援します。

２ 妊婦及び幼児などの
　　健康の確保及び推進

　不妊及び不育症の治療を行っている夫婦への支援を強化するとともに、妊
娠期から子育て期の切れ目のない相談や支援の体制をより強化し、妊娠期の
不安の解消や孤育てとならないための取組、こどもを健康で健全に養育する
ための取組をより充実させます。

３ こどもの心身の
　 健やかな成長に資す
　 る教育環境の整備

　こどもの心身が健やかに成長することは、子育ての基本であり、次代の社
会を担うこどもを育てることに繋がります。
　子育てに必要な環境の整備やこころとからだがバランスよく成長するため
の取組を推進するとともに、安心して成長できる体制を地域と連携して構築
します。

４ 子育てを支援する
　 生活環境の整備

　こどもが安全で安心して日常の生活を送れる環境を整えることで、子育て
を支援します。

５ 職業生活と
　 家庭生活との
　 両立の推進

　働きたいという希望を持ちつつも働いていない女性、職場でステップアップし
たいと希望する女性など、自らの意志によって働き、また働こうとする女性がそ
の思いを叶えることができるむらづくりを推進します。
　家庭では子育ての責任の多くを女性が担っている現状を踏まえ、女性が職
業生活と家庭生活との両立を図りながら職業生活において活躍できる取組を
促進していきます。

６ 要保護児童への
　 対応などきめ細やか
　 な取組の推進

　個人情報保護・秘密保持などに配慮しながら子育てに関する様々な悩みご
とを気軽に相談できる体制について、関係機関との連携を図りつつ体制の維
持・強化を図ります。
　また、要保護児が安心して成長することができるよう、各種支援措置を継
続します。

南箕輪村こども計画　（概要版）
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